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令和 6 年 第 3 回 筑紫野市議会定例会（6 月） 

提出議案について 

 

令和 6 年第 3 回筑紫野市議会定例会（会期：6 月 6 日）に次の議案を提案しましたので、

その内容をお知らせします。 

 

同意第４号 筑紫野市教育委員会委員の任命について 

本件は、現委員である牛川 由美氏が本年６月 22 日をもって任期満了となるため、引き続き牛

川氏を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に

基づき、議会の同意を求めるものです。 

報告第１号 
専決処分の承認について（筑紫野市税条例の一部を改正する条例の制定につい

て） 

本件は、地方自治法第 179 条第１項の規定により、専決処分を行ったので、同条第３項の規定

に基づき報告し、承認を求めるものです。 

内容は、物価高に対する市民の負担を軽減するため、令和６年度の個人住民税の所得割額を、

１人当たり１万円減税するものです。また、土地の評価額が上昇した場合に、税の負担がゆるや

かになるよう、徐々に本来の税額に近づけていく措置を３年間延長するものです。 

報告第２号 
専決処分の承認について（筑紫野市都市計画税条例の一部を改正する条例の制

定について） 

本件は、地方自治法第 179 条第１項の規定により、専決処分を行ったので、同条第３項の規定

に基づき報告し、承認を求めるものです。 

内容は、土地の評価額が上昇した場合に、税の負担がゆるやかになるよう、徐々に本来の税額

に近づけていく措置を３年間延長するものです。 
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報告第３号 
専決処分の承認について（筑紫野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の制定について） 

本件は、地方自治法第 179 条第１項の規定により、専決処分を行ったので、同条第３項の規定

に基づき報告し、承認を求めるものです。 

内容は、国民健康保険税の課税限度額を見直し、後期高齢者支援金分課税額の限度額を２万円

引き上げ、24 万円に改正するものです。また、軽減判定所得の基準を見直し、５割軽減の対象と

なる世帯の軽減判定所得の算定については、被保険者数に乗じる金額を 29 万５,000 円に、２割

軽減の対象となる世帯については 54 万５,000 円に改正し、軽減対象世帯を拡大するものです。 

報告第 4 号 令和５年度筑紫野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

繰り越し事業は、「基幹系システム等管理・運営事業」から「農業用施設 災害復旧事業」まで

の８件です。 

本件は、地方自治法第 213 条の規定により、令和５年度中に事業が終了しないものについて、

議会の承認を受け、繰越明許費により令和６年度へ予算を繰り越していますので、地方自治法施

行令第 146 条第２項の規定に基づき、繰越計算書を調製し、議会に報告するものです。 

報告第 5 号 令和５年度筑紫野市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

本件は、令和５年度筑紫野市下水道事業会計予算に定めていた建設改良費のうち、筑紫野市流

域関連公共下水道事業計画変更図書作成業務委託について、福岡県が行う下水道事業計画変更業

務の進捗状況と合わせる必要があり、当初予定していた令和６年３月末の完了が見込めなくなっ

たため、地方公営企業法第 26 条第１項の規定に基づき、翌年度に建設改良費を繰り越していま

すので、同条第３項の規定に基づき、議会に報告するものです。 

議案第 36 号 
筑紫野市子ども医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

本件は、３歳児から中学生までの子ども医療費の助成内容拡充に伴い、関連する３つの条例の

一部を一括改正するものです。 
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議案第 37 号 
筑紫野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

本件は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例において引用

する規定に変更が生じるため、条例の一部を改正するものです。 

議案第 38 号 筑紫野市立診療所設置条例を廃止する条例の制定について 

本件は、新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の終了に伴い、本市診療所における集

団接種を終了したため、条例を廃止するものです。  

議案第 39 号 
筑紫野市立障がい者通所施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

本件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正に伴い、

条例において引用する規定に変更が生じるため、条例の一部を改正するものです。 

議案第 40 号 筑紫野市自転車駐車場条例等の一部を改正する条例の制定について 

本件は、本年５月 17 日に公告された福岡広域都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業の換

地処分に伴い、事業区域内の土地の地番が一新されたことから、同区域内にある公共施設の位置

の表示に変更が生じるため、関連する３つの条例の一部を一括改正するものです。 

議案第 41 号 
筑紫野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

本件は、本年３月 29 日付けで決定した福岡広域都市計画地区計画（萩原・城山地区）にかか

る内容を追加し、併せて、法改正に伴う所要の変更を行うため、条例の一部を改正するものです。 
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議案第 42 号 令和６年度筑紫野市一般会計補正予算（第１号）について 

本件は、国の総合経済対策及び税制改正に対応する補正予算です。 

歳出予算の内容は、定額減税調整給付金支給事業として 10 億 7,596 万７,000 円、新たな住

民税非課税世帯等への物価高騰支援給付金支給事業として２億 6,466 万４,000 円の増額をする

ものです。 

これに見合いの歳入予算として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 13 億 4,063 万

１,000 円の増額などをするものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 13 億 4,063 万１,000 円を追加し、歳

入歳出予算の総額を 388 億 1,163 万１,000 円とするものです。 

議案第 43 号 令和６年度筑紫野市一般会計補正予算（第２号）について 

歳出予算の主な内容は、予防接種事業として２億 1,459 万３,000 円、防災事務事業として 190

万円の増額などをするものです。 

これに見合いの歳入予算として、財政調整基金繰入金１億 7,077 万６,000 円、新型コロナワ

クチン接種事業費補助金１億 4,110 万円の増額などをするものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億 1,649 万３,000 円を追加し、歳入

歳出予算の総額を 390 億 2,812 万４,000 円とするものです。また、債務負担行為の補正につい

ては、第２表のとおりです。 

議案第 44 号 令和６年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

本件は、債務負担行為を第１表のとおり設定するものです。 


